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要  望  書 

 

第１ 要望の趣旨 

 令和７年度予算編成において、長野家庭裁判所佐久支部に

つき下記内容を具体的に実現するための概算要求をすること

を求める。 

記 

１ 家庭裁判所調査官を常駐させること。 

２ 少年審判の取扱いを開始すること。 

３ 庁舎内にエレベーターを設置すること。 

 

第２ 要望理由 

当協議会は、令和６年３月１３日に貴庁に赴き、同日付け要望書を

手交し、 

①  長野家庭裁判所佐久支部に、家庭裁判所調査官を直ちに常駐させ

ること。 

②  長野家庭裁判所佐久支部において、早期に少年審判の取扱いを開

始すること。 

③  長野地方・家庭裁判所佐久支部庁舎に、早急にエレベーターを設

置すること。 
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 の３点を要望しております。貴庁におかれましては、丁重にご対応

くださり誠にありがとうございました。 

今般、令和７年度予算の概算要求時期にあたり、当協議会は改めて

この３点につき、貴庁から政府に対して予算要望をしていただくこと

を、切に要望する次第です。 

 

１ 家庭裁判所調査官の常駐について 

 （１）当協議会は平成３０年に設立して以降、毎年、長野家庭裁判所佐

久支部（以下「佐久支部」と表記します。）への家庭裁判所調査官

（以下「調査官」と表記します。）の常駐を求めていますが、未だ

に実現していません。佐久支部の管内人口は長野家裁６支部の中で

３番目に多い状況にありながら、調査官０名の状況が続いており

（長野本庁６名、松本支部５名、上田支部５名、伊那支部２名、飯

田支部２名、諏訪支部１名）、管内の社会状況に照らして司法機関

の整備状況について不平等な状態が続いています。 

（２）佐久支部管内の社会状況として、直近に公表された令和５年中の

長野県の年間人口増減において、佐久支部管内１１市町村のうち５

市町村が人口社会増を記録し（小諸市２８９人増、佐久市２８６人

増、南牧村２１人増、軽井沢町２６７人増、御代田町４４５人

増）、管内全体で１１６９人の人口社会増を記録しています。 

少子高齢化により、純人口は全国的・全県的に減少している状況

ですが、佐久支部管内は本庁及び他の支部と比べて格段に良好な数

値を示しており、直近だけでなく過去１０年に遡ってみても長野県
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内で最も人口が維持されている地域です。特に、佐久平駅周辺地域

の高齢化率は令和５年が１７.６％であり、長野県平均３２．

５％・全国平均２９％に比べて非常に低い状況となっております。 

 （３）特に子ども達を取り巻く環境をみると、佐久市では、平成２７年４

月に佐久支部庁舎最寄りの児童数１０００名を超えるマンモス校で

あった岩村田小学校を二分して佐久平浅間小学校を分離新設しまし

たが、同校は開校時の約５００名から児童数が増え続け、ここ数年は

８００名を超える状況が続いています。一方で、岩村田小学校も児童

数約５００名を保っている状況です。令和４年度は、佐久平浅間小学

校の増築工事により従前の２６学級に対して最大で３０学級まで設

置可能な体制を整えましたが、それでも佐久平駅周辺地域に移り住

む児童数の見通しでは、収容可能な児童数を超えることが懸念され

ております。 

このように、佐久支部庁舎周辺地域においては、児童人口の更な

る増加は確実視され、前述した高齢化率の低さにも鑑みれば、将来

的にみても、子どもに関係する家事事件等が継続して発生する可能

性が非常に高い地域といえます。 

（４） 調査官はこどもの権利保障のために家庭裁判所において必須の専

門職であり、これが常駐していない家裁支部などあってはなりませ

んが、特に上記社会事情に鑑みれば、佐久支部は他の調査官非常駐支

部に先んじて常駐が実現されるべき支部といえます。 

一刻も早い調査官の常駐を、改めて切に要望する次第です。 
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 ２ 少年審判の取扱い開始について 

（１）佐久支部は、長野本庁及び県内６支部の中で唯一少年事件を取り

扱っていません。 

裁判所からは、「少年事件を取扱う支部については、地方裁判所及

び家庭裁判所支部設置規則第３条に基づき、事件数、交通機関の便、

押送を含む身柄付送致事件の処理態勢、少年鑑別所や保護観察所等

の関係機関との距離などを総合的に勘案して各家裁が定めていると

ころであるが、長野家裁ではこのような諸事情を勘案し佐久支部で

は少年事件を取り扱わないものとし、佐久支部の少年事件は上田支

部が取り扱うものと定めている。」といった回答が続いています。 

（２）「事件数」「交通機関の便」「身柄付送致事件の処理体制」「関

係機関との距離」について、それぞれの要素を具体的に検討しても佐

久支部において少年事件を取り扱わない理由がないことについては

令和６年３月１３日付け要望書に記載したとおりですが、同日の貴

庁との面談において佐久支部と上田支部との交通機関の便が良いと

のご認識があるようですので、その点についてはかなりの誤解があ

ると思われ、実情をご理解していただかなければならないと考えて

おります。 

（３）すなわち、佐久地域在住の者にとって上田支部庁舎までの交通機

関の便は、決して良いとはいえません。 

ア そもそも、佐久支部庁舎は、佐久支部管内の中では上田に近い北

部に位置するため、両庁舎の位置関係だけを判断要素にすべきで

はありませんが、ひとまず両庁舎間で考えても一般道利用で約３
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０㎞あり自動車移動で５０分程度を要します。まして、南佐久地域

の川上村役場から上田支部庁舎までは一般道利用で約８０㎞あり

２時間程度を要し、有料高速道路を利用しても約１時間半を要し

ます。 

イ 他方、鉄道利用を考えてみると、たしかに北陸新幹線の佐久平

駅・上田駅間の新幹線乗車時間は１０分程度です。しかしながら、

佐久支部庁舎から佐久平駅までは徒歩約１５分、上田駅から上田

支部までは徒歩約２０分を要し、新幹線を利用しても都合１時間

程度は要する上に高額の新幹線料金も負担することになるため、

佐久地域の住民が上田支部庁舎に赴くのに新幹線を使用するとい

う方は通常いません。 

ウ また、填補される調査官等は、在来線を利用して上田支部庁舎か

ら佐久支部庁舎まで移動していると思われますが、徒歩・電車（乗

り換えあり）・バス（ないし徒歩）で、１時間３０分程度かかり、

交通の便が良いとは到底いえません。上田地域に近い佐久地域北

部に位置する佐久支部庁舎で考えても、これだけ交通の便は悪い

のであり、まして、佐久地域南部に位置する川上村役場から上田支

部庁舎まで在来線利用で行こうとすると２時間３０分から３時間

程度を要します。他の南佐久郡の町村においても、そもそも最寄り

駅まで辿り着くのに相当時間を要する住民も多数おり、在来線利

用で上田支部まで２時間以上を要する住民が大半です。 

  他方で、松本支部庁舎と諏訪支部庁舎とでみると、在来線利用で

も１時間半まではかからず、佐久支部・上田支部間よりも在来線の



- 6 - 

 

本数自体も多い上に乗り換えもなく、特に諏訪支部は上諏訪駅至

近であり、よほど交通の便が良いといえますが、両支部共に調査官

が常駐しています。 

エ 松本支部・諏訪支部間と上田支部・佐久支部間の交通事情の大き

な違いと言えば新幹線の有無かもしれませんが、そもそも、「交通

機関の便」に関して新幹線の乗車時間は大きな判断要素にすべき

ではありません。例えば富山駅・新高岡駅間は新幹線で１０分程度

ですが高岡支部にも調査官は配置されており、まして、長野駅・上

田駅は新幹線で１０分程度ですが、長野地裁本庁には調査官６名

いる上に上田支部にも５名の調査官が配置されています。佐久平

駅・上田駅間の新幹線乗車時間が短いことは、佐久支部に調査官を

配置しない理由には全くなりません。 

オ 裁判所の利用を考える上で、北陸新幹線佐久平駅・上田駅間の乗

車時間を判断基準として「交通機関の便が良い」と判断すること

は、佐久地域住民の実情をご理解いただけていないと言わざるを

得ません。是非とも、実情を改めて具体的にご判断いただき、一刻

も早く少年審判の取扱い開始の実現をお願いいたします。 

 

３ エレベーターの設置について 

（１）佐久支部庁舎には、県内支部において唯一エレベーターが設置され

ておらず、不便であるだけでなく危険であることは再三お伝えした

とおりです。 

（２）２階建庁舎は新庁舎への建替えの機会でない限りエレベーターを
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設置しないという貴庁の方針は、我が国が批准する障害者の権利に

関する条約（以下「障害者権利条約」といいます）にも、高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の趣旨にも反するもの

と言わざるを得ません。 

（３）令和４年９月９日の国連障害者権利委員会の日本に対する総括所

見では、日本政府に対して、「特に、ユニバーサルデザインにより、

裁判所、司法及び行政施設への利用の容易さ（アクセシビリティ）を

確保し、障害者が、他の者との平等を基礎として、司法手続をひとし

く利用する機会を保障すること。」という内容の勧告（第３０項）が

なされております。 

上記勧告を受けている政府は、貴庁からの要望さえあれば、バリア

フリー化の予算を付けるはずです。 

佐久支部においても、地元からの強い要望を再三お伝えしている

にもかかわらず、バリアフリー化の最初の一歩ともいうべきエレベ

ーター設置すら叶わない状況であり、このような事態は高齢者・障害

者をはじめとする歩行に困難を伴う利用者にとって司法手続を利用

する機会が十分に保障されていない状態と言わざるを得ません。ま

た、事件当事者や代理人だけでなく、日常的に庁舎を利用する裁判

官、裁判所職員、調停委員等に障害や怪我等がある場合の労働環境と

しても改善がなされるべきです。加えて、佐久支部管内に在住する弁

護士で構成する長野県弁護士会佐久在住会では、貴庁所属の司法修

習生３名の弁護修習も受け入れ貴庁に協力しているところ、佐久支

部の現状は、事実上、障害を有する修習生の司法修習が制約されかね
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ない状況でもあります。調査官の常駐や少年審判の取扱いも含め、他

の司法修習生受入れ庁と同様の人的物的機能的充実が整えられるべ

きです。 

 

４ 当協議会は、貴庁に対して、佐久地域の社会事情に相応しい佐久支部

の充実を改めて要望し、国の令和７年度予算編成にあたり、この要望を

踏まえた概算要求をしていただくことを切に要望いたします。 

以上  

 

裁判所佐久支部の充実を求める協議会 

会長  佐久広域連合長  栁 田 清 二 
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